
標準的販売価格の大部分は、牛１頭当たりの
枝肉価格であり、
①25市場（中央・地方卸売市場）の統計データ（主に農林水産省が収集）
②各地域の①以外の食肉センターなどで取引されるデータ（各都道府県が収集）
を基に算出を行っています。

お問い合わせ先
農林水産省生産局畜産企画課：03-3502-0874
(独)農畜産業振興機構 ：03-3583-8562

牛マルキンの正確な算定のため、
各地域の牛枝肉取引のデータ提供に引き続きご協力ください。

牛マルキンとは？

牛マルキンは、肥育牛の標準的生産費と標
準的販売価格との差額の９割を交付する制度
であり、肉用牛肥育経営の重要なセーフティネッ
トです。
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都道府県ごとのデータを使用※

ブロックごとのデータを使用

標準的販売価格の算出方法

より正確な算定のために

〇 牛マルキンは、制度当初は、農林水産省が収集する統計データのみで算定を
行ってきましたが、より正確な算定を行う目的で、平成23年に、各都道府県に
対して各地域の牛枝肉取引データの収集・提供の依頼を開始しました。
令和2年度からは、公平性を担保するため、全国を10のブロックに分けての算
定を開始しましたが、引き続きより実態を反映した算定のためには、都道府県
別の牛枝肉取引データが必要となります。

○ データの収集・提供のためには、販売日や個体識別番号の確認など、様々な事
務をご負担いただくことになりますが、肥育牛生産者等へのより実態に即した交
付に役立っています。

〇 牛マルキンは肥育経営の重要なセーフティネットであり、新型コロナウイルスの影
響を大きく受けた中にあっても、肥育経営の維持・安定に重要な役割を果たし
ました。

〇 今後も引き続き、牛枝肉取引データの収集・提供にご協力お願いいたします。
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